
関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係 る試験をす

ることができる状態になった時、原子

炉に燃料を装入することができる状態

になった時、原子炉の臨界反応操作を

開始する′ことができる状態になつた時

及び工事の計画に係 る全ての工事が完

了した時に係 る使用前検査
「
成績書

要領書番号 :原規規収第 1707214号 99

今奈Ⅲ5年 序角

原子力規制委員会



使用前検査成績書

l 発電所名
′
  関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類 構造、強度又は漏えいに係 る試験をす る工 とができる状態に

なつた時、原子炉に燃料を装入す ることができる状態になつ

た時、原子炉の臨界反応操作を F堀 始することができる状態に

なつた時及び五事あ計画に係 る全ての工事が完了 した時に係

る使用前検査

3 検査 申請 使用前検査1申 請番 号

F★写原発第 150号 (平成 2

関原発第 261号 (平成 3

調原発第 514号 (平成 3

関原発第 610号 (202

関原発第  21号 (202

関原発第 237号 (202
Bll撤場《

9年 7月 21日 )

0年 8月 20日 )

1年 2月  6日 )

0年 3月 24日 )

0年 4月  7日 )

0年 8月 21日 )

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

7 判 定基準

8 検査実施者及 び検査結果

検査結果一覧表の とお り

/

夕

▼

年

年

２

一う森吟

自
　
至

神 月27日

月2ど 日

原子力規制委員会原子力規需ll庁

東京者躊港 区六本本 1-9-9六 本木 フアース トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜田r田 ノ浦

高浜発電所第 1号
～
幾
・

検査対象施設及び範囲は、認可された工事計画に記載された施設。

なお、
1検 査申請書に記載 された原子力設備の うち、個別の検査実

施要領書にて確認する検査項 目及び検査範囲を除 く。

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従 つて行われた

ものであることも



ダザll紙

関原発第 60

関原発第 29

関原発第 58

関原発第 19

Bξ尋原発第
｀ 6

開原発第 15
関原発第 21

1年 2月 25日 )

1年 3月  2日 )

2年 3月 15日 )

2年 7月  1日 )

3年 5月 26日 )

3′手 6月 21日 )

3年 7月 13日 )

4号

1号
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3号

8号

(20

(20

(20
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検 査 結 果 覧 表

』
　
＼
　
側

備  考電気工作物検査官  印
卜 ヽ

工 胡 ■

券工 9ヽ

幾 ヤ 袴 人

猪 野 二 吝

検査結果

ヽ

罠

段

施

赴

検 査 年 月 日

Z卦痛口彦 τ 夕月?ア 甲

抑 3年 /月 む日

今や S年 夕月/?日

今考L5年 ,月 28日

工事の工程

構造、強度又は漏えいに係

る試験をすることができる

状態になつた時

原子炉に燃料を装入するこ

とができる状態になった時

原子炉の臨界反応操作を開

始することができる状態に

なつた時

工事の計画に係る全てのエ

事が完了した時

驀無d24 tD脇 は
「

v.舞中兆略



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機 ,

構造t強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備  名 :燃料設備

1系
 統  名 :燃料取扱設備

新燃料又は使 用済燃料 を取扱 う機器

使用済燃料 ピッ トク レエン

要領書番号 :原規規収第 1707214号 01

千式50年 7月

原子力規制委員会



使用前検 査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  ′構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3 検 査 中請 使用 前検査 申請番号

関原発第 150号 (平 成 29年 7月 21日 )

4 検査期 日 自

至

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

8 検査実施者  電気工作物検査官

電気 工作物検査官

原子 力規制委員会 原子 力規制庁

東京都港区六本木 l-9-9六 本木ファ▼ス トビル

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦  ヽ

高浜発電所第 1号機

十
原子力設備

燃料設備

燃料取扱設備

新燃料又は使用済燃料を取扱う機器

使用済燃料 ピッ トクレーン 1個

I事 が電気事業法に基づき認可した工事計画に従つて行われた

ものであること。
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9 検査結果
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関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造(強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :余熱除去設備  |

安全 弁及び逃が し弁

要領書番 号 :原規規収第 1707214号 05

今紳
|九

 年 /2月

原子力規制委員会



3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 験査範囲

使用前検査成績 書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  構造 、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

使用前検査申請番号

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関 原 発 第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第514号 (平成 31年 2月 6日 )

自∠ラⅣ孔 年/2月 ノる日
至今和|ぇ 年/二 月ノど日

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港区六本本 1-9-9六 本木 ファース トビル

高浜発電所第 1号機

原 子力設備

原子炉冷却系統設備

余熱除去設備

安全弁及び逃 し弁 2個

工事 が電気事業法に基づき認 可 した工事計画に従つて行われた

ものであるこ と。  I

7 判定基準

8 検査実施者  電気 工作物検査官 ユ 9 孝

9 検査結果

文



関西電力株式会社

高浜発電所第■号機

構造、強度又は漏えいに係 る

使用前検査成:績書

設 備 嘉 :原子炉冷去需系統設備

系 統 名 i非 常用炉心冷却設備

容器

燃料取替用水 タンク

要領 書番号 :原規規収第 1707214号 06

今殊o砲 年
'十

月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社 高浜発電所第 1号機

2 検査 の種類  構造、 3会 度又は漏 えいに係 る使用前検査

8 検査 申請 使用前検査 申請番 号

関原発第 150号 (平 成 29年 7月 21日 )

臨独零第2b↑ そ鐸バ30坪 8胤 20B)

呼ワ魚奏紫
`,4ち

(平A'31'寿 2Rと残,

自今かん年 H月 1日

至 今μん年+1月 十日

4 検査期 日

6 検査範囲

Ⅲ

7 判定基奉

9 検査実施若  電気工作物検査官

5 検査場所   軒繭専璃隣寵僣導郵藍田鶏職ぽと

関西電力株式会社高浜発電所

福井県大飯郡高浜町 田ノ浦

高浜発 電所 第■ 号機

原 子力設備

原子炉冷却系統設備

非常用炉心冷却設備

容器

燃料取替用水タンク 式

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。  .

8 検査結果 庭

今 盗冷

ノ久

1/F

攻 災



関西電力株式会社

高浜発電所第 1́号機

構造(強一度又は漏えいに係る
′使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷去瞬系統設備

系 統 名 :非 常用炉心冷去「設備

:     貯蔵槽

乖きヽ納容器サンプ B tt A

格納容器サンプ B― B

要領書番 号 :原規規収第 1707214号 07-1

祢 一た 年 が 月

原子力1規制委員会



使用前検査成績書

l 発電所名   関西電力株式会社  高浜発電所第 1号機

2 検査 の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

使用前検査 申請番号

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

自分″ え 年 〆月彦7日

至今″ え 年 )月 27日

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港区六本木 1-9-9六 本木 ファース トビル

7 判定基準

8 検査結果

負

9 検査 実施者   電気工作物検査官

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。      、

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

非常用炉心冷却設備

貯蔵槽

格納容器サンプ B一 A

格納容器サンプB一 B

1個

1個

者■と u

得



、関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書  ―

設 備  名 :原子炉冷去,系 統設備

系 統 名 :非常用炉心冷却設備

安全弁及び逃が し弁

要領書番 号 :療規規露又第 1707214号 08

吟矛 え 年 ノを月

原子力規制委員会



3 検査 申請

4 検査期 日

5 ,検 査場所

6 検査範 囲

使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社 高浜発電所第 1機

2 検査の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

使用前検査 申請番 号

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 51な 事 (平成 31年 2月 6日う

自今紳 え年/2月 ノ丁目

至今″ え 年/2月 ノと日

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港区六本木 1-9-9六 本木ファース トビル

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉冷去層系統設備

非常用炉心冷却設備

安全弁及 び逃 し弁 l   l回

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

7 判定基準

8 検査実施者   電気工作物検査官 工 溺 考

9 検査結果

夜



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係 る

使用前検査成績書

設 備 名 :原 子炉冷去留系統設備

系 統 名 :非常用炉心冷却設備

1    主配管

要領書番号 :原規規収第 1707214号 09

容 フ2年 /月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係 る使用前検査

3 検査 申請 使用前検査津請番号

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

自今静 2

至今和 之

年 ノ月 23日

年 ノ 月23 日

原子力規制委員会原子力規紬庁

東京都港区六本木1-949六 本本ファース トビル

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

非常用炉心冷却設備

主配管 一式

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

7 判定基準

8 検査結果 R

9 検査実施者  電気 工作物検査官 考ヱ 迫

手μ



イ
関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :原子炉補機 冷却海水設備

主配管

要領書番号 :原規規収第 1707214号 10

浴矛 鬼 年 ノ2月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

l 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査 の種類  構造、強度又は漏 えいに係 る使用前検査

使用前検査申請番号

関原発第 150号 (平成,29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 3月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

自浴 未ア九 年 定 月 ゼ 日

至谷奉デえ 年 /2月 掟日

原子力規制委員会原子力規制庁        ・

東京都港区六本木 1-0-9六 本木ファーストビル

:

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉冷却系統設備

,原子炉補機冷却海水設備

主配管 一式

7 判定基準 工事が電気事業法に基づき認可した工事計画に従うて行われた

ものであること。

3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範 囲

8 検査実施者  電気 工作物検査官 二翰 考

紺

9 検査結果
薇



関西電力株式会社′

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

1使用前検査成績書

設 備 名 :放射線管理設備

原子炉格納施設

系 統  名 :生体遮へい装置

外部遼蔽 i '

二次格納施設          !

鋼製格納容器        |

外周 コンクリー ト壁      
′

外部 しゃへ い建屋 (2次格納施設 )

要領書番号 :原規規収第 1707214号 と7

浴濠|を 年 ダ月

原子力規制委員会



3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範 囲

使用前検査成績善

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  構造、強度又は編 えいに係る使用前検査

使用前検査申請番号          !

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

開原発第 261号 (平成 30年 i8月 20澤 )

戸★尋原発第 514号 (平成 31年 2月 6'日 )

関原発第 610号 (2020年 3月 24日 )

自待み=2
至今沖 2

原子力規制委員会原子力規制庁      ′

東京者[港 区六本本 1-9-9六 本本 ファ ース トビル

I 

瑠膨相群共葡硼腑増廉鳴事彬4諄

高浜発電所第 1号機    ,

原子力設備

I放 射線管理設備
1 

生体遮へい装置

外部遮散 一式   |

原子炉格納ナJ伍 設

二次格納施設

鋼製格納容器

1 外周 ヨンク ジー ト壁

外部 しゃ入い建屋 (2次格納施設 ) 一 式

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

際

　
日

∂

ё

月
　
月

夕

７

年

年

7 判定基準



8 検査 実施者   電気工作物検査官

9 検査結果 R

工 切 孝

4



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

構造、強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書

設 備  名 :原子炉格納施設

系 統 基 :原子炉格納容器

原子炉格納容器西己管貫通郡及び電気配線貫通部

伸縮式西こ管貫通都

要領 書番 号 :原規規収第 1707214号 19

浴
～

え年 夕角

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査の種類  構造、強度又は漏えいに係 る使用前検査

3 検査 申請 使用前検査申請番号

関原発第■ 50号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

4 検査期 日 自今和え年
室仝和ぇ 年

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

8 検査結果

及

9 検査実施者  電気工作物検査官

原子力規制委員会原子力規制庁

東
′
京都港区六本本 1-9-9六 本木 ファース トビル

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉格納施設

原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線貫通部

伸縮式配管貫通部  3個

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

夕月ノ∂日

夕月ノ″日

ェ翰 滲

fF――



関西電力株式
′
会社

高浜発電所第 1号機

構造(強度又は漏えいに係る

使用前検査成績書 |

ノ合紳 ぬ年 ″月

設 備  名 :原子炉格縦施設

系 統  名 i原子炉格納容器

原子炉格納容器配管貢通部及び電気配線 貫通部

:       電気配線貫通 部

要領議番 号 :原規規収第 1707214号 20

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

2 検査 の種類  構造、強度又 は漏 えいに係 る使用前検査

使用前検査 申請番号

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 3月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

自′消帝た 午 夕月ノタ日

季含砕ぇ 年夕月ノタロ

原子力規制委員会原子力規制庁

東京都港 区六本本 1-9-9六 本木 ファース トビル

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉格納施設              「

原子炉格納容器

1原子炉格納容器配管貫通部及び電気配線真通部

電気配線貫通部  6個      |

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

8 検査結果

曳

3 検査 申請

4 検査期 自

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

9 検査実施者  電気工作物検査官 二岨 升
千



関西電力株式会社

高浜発電所第 1号機

原子炉に燃料を装入することが

できる状態になった時に係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :余熱除去設備

安全弁及び逃が し弁

要領書番号 ,原規規収第 1707214号 24

今朱コえ年′λ月

原子力規制委員会



2 検査の種類

3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

使用前検査成績書

1 発電所名   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

原 子炉に燃料 を装入することができる状態になつた時に係 る

使用前検査

使用前検査申請番号

関原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

自 合知元卒′2月 2,日

至 奇 箱 為 年 ′二月 2,日

関西電力株式会社高浅発電所

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 1号機

原 子力設備 ＼

原子炉冷去ll系 統設備

余熱除去設備

安全弁及ひ逃 し弁  2個

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

7 判定基準

8 検査実施者  電気工作物検査官  
′

二 ユヽ 孝

ヽ
１
／

9 検査結果 と

と



関西電力株式:会社

高浜発電所第 1号機

原子炉に燃料を装入することが

できる状態になうた時に係る

使用前検査成績書

設 備 名 :原子炉冷却系統設備

系 統 名 :非常漏炉心冷坤設備

安全弁及び逃がし弁

要領書番号 ,原規規収第 1707214号 .27

合細ん 年′2月

原子力規制委員会



使用前検査成績書

1 発電所峯   関西電力株式会社高浜発電所第 1号機

原子炉に燃料 を装入することができる状態になった時に係 る

使用前検査

使用前検査 申請番号

F美ヨ原発第 150号 (平成 29年 7月 21日 )

関原発第 261号 (平成 30年 8月 20日 )

関原発第 514号 (平成 31年 2月 6日 )

自谷紳乃年12月
'″

日
至 食4儀み年 ′ユ月

'7日

関西電力株式会社高浜発電所           ―

福井県大飯郡高浜町田ノ浦

高浜発電所第 1号機

原子力設備

原子炉冷去「系統設備

非常用炉心冷却設備

安全弁及び逃 じ弁  1個

工事が電気事業法に基づき認可 した工事計画に従つて行われた

ものであること。

2 検査の種類

3 検査 申請

4 検査期 日

5 検査場所

6 検査範囲

7 判定基準

8 検査実施者  電気工作物検査官 二 峨 考

9 検査結果 盗

trR


